
１．評価・推進に係る体制 〇概念図
・地域共生社会推進会議

２．進捗管理体制の課題

３．評価体制

〇委員構成（敬称略）
高齢小委員会

介護保険条例（抄）

介護保険推進市民協議会

資料６－１

（旧） （新）

・市民福祉推進委員会

①市民福祉推進委員会での評価の継続

氏名 所属 選出区分
中村　美安子 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 社会福祉学科 教授

※介護保険推進市民協議会 南谷　吉輝 狛江市介護支援専門員連絡会　会長(有)ケアーサポートモア

谷田部　茂 狛江市民生・児童委員協議会 会長
長谷川　泰 狛江市歯科医師会（狛江市歯科医師会副会長） 介護認定審査会
石黒　昌和 社会福祉法人狛江福祉会（こまえ苑）事務局長 介護保険推進市民協議会
末田　千恵 神奈川県立保健福祉大学　看護学科講師 介護保険推進市民協議会
前田　恭輔 狛江市薬剤師会 薬剤師会
市川　裕太 ケアステーションMIRAI その他
藤本　敦子 狛江市医師会訪問看護ステーション（保健師） 保健師

氏名 所属 選出区分
中村　美安子 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 社会福祉学科 教授 学識経験者
末田　千恵 神奈川県立保健福祉大学　看護学科講師 学識経験者
石黒　昌和 社会福祉法人狛江福祉会（こまえ苑）事務局長 施設サービス事業関係者
岩坂　大輔 こまえ正吉苑弐番館　施設長 施設サービス事業関係者
林田　孝 あいとぴあ居宅介護支援事業所 居宅サービス事業関係者
長谷川　泰 狛江市歯科医師会（狛江市歯科医師会副会長） 介護認定審査会
菊地　克夫 グループホームわらく施設長 公募委員（サービス従事者）
物部　伸也 ー 公募委員（２号被保険者）
遠藤　ひろみ ー 公募委員（２号被保険者）
関　美津江 ー 公募委員（１号被保険者）
田中　崇 ー 公募委員（１号被保険者）
宗像　秀樹 福祉保健部長 市職員
古内　洋一 福祉政策課長 市職員

高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画に対する評価・推進体制について

　計画及び実施計画を推進するため、狛江市地域共生社会推進会議の設置及び運営に関する要
綱第１条の規定により設置された狛江市地域共生社会推進会議において、実施計画に掲げる重
点取組に係る事業について、その進捗状況を把握し、内部評価を行い、評価の結果見直しが必
要と認められる場合には、必要に応じて事業を見直し、事業に係る施策が実現できるよう、事
業を進めていきます。また、評価結果は、市民福祉推進委員会に報告します。としています。

　計画において、市民福祉推進委員会は、市の実施計画の評価結果を踏まえて、評価結果を評
価することにより、この計画の進捗を確認・評価し、市に報告します。なお、高齢者福祉分野
の施策に係る実施計画の評価結果については高齢小委員会が、市の実施計画の評価結果を評価
することにより、この計画の進捗を確認・評価し、市に報告します。としています。

今回策定した、地域共生社会推進基本計画では、介護保険事業計画がメインとして関わる施策
が５件、重点取組としては13件の評価項目があることに加え、さらに施策No．4－9では介護
サービスの給付適正化を挙げており、介護保険サービスの見込み量に直結した内容の進捗管理
の評価の評価をいただく必要があります。

　地域共生社会推進基本計画では、右記の概念図のとおり、介護保険推進市民協議会が進捗管
理を行うことを想定していませんでした。しかしながら、２．進捗管理体制の課題にあるとお
り、介護保険事業計画に関する評価の評価を行う必要があることから、高齢小委員会に※介護
保険推進市民協議会の会長を狛江市福祉基本条例施行規則第25条第３項の規定に基づきお呼び
し、介護保険事業計画の評価の評価について御意見を伺いたいと考えております。

市民福祉推進委員会

　介護保険条例第20条第１項の規定に基づき設置された附属機関であり、介護に関する施策の
企画立案及びその実施に当たり、利用者等の意見が十分に反映され、市の介護保険制度の円
滑、かつ、適切な運営を図ることを目的としています。所掌事務は以下のとおりです。

第20条　介護に関する施策の企画立案及びその実施に当たり、利用者等の意見が十分に反映され、市の介
護保険制度の円滑、かつ、適切な運営を図るため、狛江市介護保険推進市民協議会（以下「協議会」とい
う。）を設置する。
第21条　協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、審議し、及び答申する。
(１)　介護保険制度の運営の円滑化又は変更に関すること。
(２)　介護サービスの提供、確保、サービス水準の向上に関すること。
(３)　介護サービスの基盤整備に関すること。
(４)　第１号被保険者の保険料の減免及び利用料の軽減に関すること。
(５)　介護認定に関すること。
(６)　介護サービスに関する相談及び苦情の解決に関すること。
(７)　地域密着型サービスに関すること。
(８)　介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
(９)　その他介護保険制度に関して必要と認める事項
２　協議会は、前項に規定する所掌事務を処理するほか、介護保険制度に係る重要事項について市長に建
議することができる。
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④【市の実施計画の評価結果を評価】

市の実施計画の評価結果報告を受け，それを評価する。評価

については市へ報告する。

市

③【市の実施計画の評価】

市の実施計画の進捗状況を

評価し、その結果を地域共

生社会推進会議に報告する。

⑤【評価結果の反映】

市の実施計画の評価につい

て、市民福祉推進委員会か

ら評価結果の報告を受け、

次年度の取組に反映する。

②【事業の推進】

市の実施計画の進捗状況を

把握し、施策を実現するた

め、事業を推進する。

①【市の実施計画の策定】

この計画を実効性のあるもの

とするため、重点取組に係る

事業等を定める実施計画を策

定する。
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